東日本大震災からの復興に関する意見書
　本年３月11日に発生した東日本大震災は、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録した。巨大津波は、東北地方や関東、北海道に至る広い地域に甚大な被害をもたらし、尊い人命が数多く失われ、いまだ７千人以上が行方不明となっている。被災された方々は今なお不自由な避難生活を余儀なくされており、一日も早い生活再建と被災地の復旧・復興が強く求められている。
　しかし、自治体自身が被災し、深刻な被害を受けている中で、自治体任せの被災者支援では、事態の進展が見られないことは明白である。今、政府に求められていることは、一方的な復興計画の押しつけではなく、被災者が希望を　持って復興に立ち上がれるよう、その切実な願いにこたえていくことである。
また、高濃度の放射能汚染が生じた福島第１原子力発電所の事故対応では、最終的な収束まで予断を許さない状況が続いており、国の責任において徹底した対策を講ずるべきである。さらに、今夏の電力需要対策に加え、将来的な　　新エネルギー戦略を見据え、風力や太陽光発電などの再生可能な自然エネルギーの導入を促す施策を速やかに打ち出す必要がある。
震災に対する海外の反応は、日本の経済・安全に懸念を示しており、海外からの投資・輸出入に影響を与えている。こうしたことから日本全体に影響を　及ぼす経済的打撃の克服や、被災地の復旧・復興のため、一刻も早く第２次　　補正予算を編成し、本格的な復興に向けた力強いメッセージを内外に発信することは、国会及び政府に課せられた重大な使命といえる。
　よって、被災者はもとより、すべての国民が安心・安全な生活を送ることができるよう、総合的なビジョンを策定し、万全の措置を講じることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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